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◎議長（武田悌一氏） 開会前ですが、報道機関から撮影の申出がありましたので、許可

しております。 

開議 午前１０時００分 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１ 議案第４０号から議案第４６号までについて（委 

            報第４号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の１ 委報第４号議案第４０号から議案第４６号までについ

てを議題とします。 

 本件は、さきの本会議において総合常任委員会に付託したものであり、委員長より審査

報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 折笠委員長、登壇願います。 

（総合常任委員会委員長折笠弘忠氏 登壇） 

◎総合常任委員会委員長（折笠弘忠氏） さきの本会議において付託になりました議案に

つきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第４０号から議案第４６号までの計７件でありま

す。 

 以下、御報告申し上げますが、全議員が委員となり審査を行っておりますので、審査の

詳細及び質疑答弁の内容につきましては省略させていただき、審査の結果についてのみを

御報告させていただきます。 

 それでは、報告いたします。 

 議案第４０号の三笠市食のまちづくり基本条例の制定については、一定の質疑答弁が交

わされた後に、原案に対し、８名の委員から成る修正案が提出され、その提出理由とし

て、本議案の提案内容における前文中の明治期の環境を表す文言について、北海道博物館

研究部の史料には明治期のヒグマとオオカミの記録が記されており、三笠市においてもま

さしくこの記録と遜色ない環境であったと思われることから、「ヒグマ」という表記を加

えることが三笠の歴史をよりほうふつさせるものと考えるため、文言を追加すべきとの説

明がありました。 

 修正案に対しては特段の質疑もなく、また、修正案及び原案に対しては討論もなく、採

決の結果、修正案のとおり可決すべきものと決定し、修正部分を除く原案に対しても可決

すべきものと決定いたしました。 



 そのほか、議案第４１号の条例改正１件、議案第４２号の計画策定１件、議案第４３号

から議案第４６号までの補正予算４件の計６件については、特段の討論もなく、原案可決

すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果についての御報告とさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（武田悌一氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 議案第４０号から議案第４６号までについて質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、議案第４０号から議案第４６号までにつ

いての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第４０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４０号について、委員長報告は修正です。 

 本案を委員長報告のとおり修正可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４０号三笠市食のまちづくり基本条例の制定については、総合常任委員長報告の

とおり修正可決されました。 

 次に、議案第４１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４１号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第４２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４２号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４２号三笠市過疎地域持続的発展市町村計画の策定については、原案のとおり可

決することに決定しました。 

 次に、議案第４３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４３号令和３年度三笠市一般会計補正予算（第３回）については、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 

 次に、議案第４４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４４号令和３年度三笠市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第４５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４５号令和３年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）については、

原案のとおり可決することに決定しました。 

 最後に、議案第４６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４６号令和３年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第１回）については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 認定第１号から認定第７号までについて（委報第 

            ５号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の２ 委報第５号認定第１号から認定第７号までについてを

議題とします。 

 本件は、さきの本会議において決算特別委員会に付託したものであり、委員長より審査

報告書が提出されています。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 畠山委員長、登壇願います。 

（決算特別委員会委員長畠山宰氏 登壇） 

◎決算特別委員会委員長（畠山 宰氏） さきの本会議において付託になりました案件に

つきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、認定第１号から認定第７号までの決算認定７件であり、

以下、御報告申し上げますが、審査の詳細及び質疑答弁の内容につきましては、今回、議

長を除く全議員が委員となり審査を行っておりますので、省略させていただき、審査の結

果についてのみを御報告させていただきます。 

 それでは、報告いたします。 

 認定第１号から認定第７号までの決算の認定７件については、特段の討論もなく、原案

可決、認定すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について御報告とさせてい

ただきますので、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（武田悌一氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 認定第１号から認定第７号までについて質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、認定第１号から認定第７号までについて

の質疑を終了します。 

 これより、順次討論、採決に入ります。 

 初めに、認定第１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 



 認定第１号については、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第１号令和２年度三笠市一般会計決算の認定については、原案のとおり認定するこ

とに決定しました。 

 次に、認定第２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 認定第２号については、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第２号令和２年度三笠市後期高齢者医療特別会計決算の認定については、原案のと

おり認定することに決定しました。 

 次に、認定第３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 認定第３号については、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第３号令和２年度三笠市国民健康保険特別会計決算の認定については、原案のとお

り認定することに決定しました。 

 次に、認定第４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 認定第４号については、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第４号令和２年度三笠市介護保険特別会計決算の認定については、原案のとおり認

定することに決定しました。 

 次に、認定第５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 



 認定第５号については、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第５号令和２年度三笠市水道事業会計決算の認定については、原案のとおり認定す

ることに決定しました。 

 次に、認定第６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 認定第６号については、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第６号令和２年度三笠市下水道事業会計決算の認定については、原案のとおり認定

することに決定しました。 

 最後に、認定第７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 認定第７号については、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第７号令和２年度市立三笠総合病院事業会計決算の認定については、原案のとおり

認定することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 議案第４８号 三笠市議会委員会条例の一部を改 

            正する条例の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の３ 議案第４８号三笠市議会委員会条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、議会運営委員会正副委員長からの共同提案に係るものであり、文書記

載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、採決を行います。 



 議案第４８号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４８号三笠市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定については、原案のと

おり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 議案第４９号 三笠市議会会議規則の一部を改正 

            する規則の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の４ 議案第４９号三笠市議会会議規則の一部を改正する規

則の制定についてを議題とします。 

 本案については、議会運営委員会の正副委員長の共同提案に係るものであり、文書記載

のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４９号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４９号三笠市議会会議規則の一部を改正する規則の制定については、原案のとお

り可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第５ 議案第５０号 議会運営委員会及び常任委員会所 

            管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の５ 議案第５０号議会運営委員会及び常任委員会所管事項

調査についてを議題とします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案に係るものであり、文書記

載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、採決を行います。 



 議案第５０号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５０号議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査については、原案のとおり可

決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 意見書案第４号から意見書案第９号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の６ 意見書案第４号から意見書案第９号までについてを一

括議題とします。 

 本案については、議会運営委員会の正副委員長からの共同提案に係るものであり、文書

記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 これより、採決を行います。 

 初めに、意見書案第４号について、原案可決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第４号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見

書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第５号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第５号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書は、原案のとおり可

決されました。 

 次に、意見書案第６号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第６号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第７号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第７号国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級のさらなる前進を

求める意見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第８号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第８号特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別支援学級の学級編制標

準の改善を求める意見書は、原案のとおり可決されました。 

 最後に、意見書案第９号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第９号大学生等への給付奨学金制度の拡充を求める意見書は、原案のとおり可

決されました。 

 以上、意見書案第４号から意見書案第９号までについては、議長名をもって本文記載の

提出先へ送付します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 以上で、今定例会に付議された事件は、全て終了しました。 

 これをもちまして、令和３年第３回三笠市議会定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時１９分    
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